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里
親
委
託
等
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

里
親
委
託
等
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

里
親
委
託
等
取
扱
規
則
（
平
成
十
三
年
福
井
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
里
親
委
託
等
取
扱
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎

◎

８
職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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○

◎

◎

○

◎
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◎

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎

◎

◎

○

８
職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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◎

◎

◎

○

◎

◎

８
職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎

◎◎

○○

○

○

○○

◎◎

９
職
員
等
の
給

与
、
手
当
、

旅
費
お
よ
び

福
利
厚
生
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎

◎

○

◎◎

◎◎

◎

◎

○

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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８
職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

○

◎◎

◎◎

◎

◎◎

○○

○

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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福
井
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号庁
中
一
般

各
出
先
機
関

各
教
育
機
関

　
福
井
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会

　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
福
井
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５
０
年
福
井
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
４
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
５
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
別
表
第
８
項
か
ら
第
１
０
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教
育
委
員
会
訓
令

５
◎◎

 

○○○○

表
彰
、
褒
賞

お
よ
び
式
典

に
関
す
る
事

項

⑴
　
重
要
な
教
育
委
員
会
表
彰
に
関
す

る
こ
と
。

⑵
　
主
務
大
臣
に
対
す
る
褒
賞
お
よ
び

叙
勲
の
具
申
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
教
育
委
員
会
表
彰
に
関
す
る
こ
と

。
⑷
　
主
務
大
臣
に
対
す
る
褒
賞
（
紺
綬

褒
章
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
叙

位
、
高
齢
者
叙
勲
お
よ
び
死
亡
叙
勲

の
具
申
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
　
主
務
大
臣
に
対
す
る
国
の
表
彰
の

内
申
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
式
典
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

◎

◎

◎

８
職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎

◎

○

◎

◎

○

◎

◎

職
員
等
の
任

免
、
服
務
お

よ
び
研
修
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

○○

○

○○

◎

◎◎◎◎◎◎
○

○

○ ○ ○

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎

○

○

○○

◎◎

○

９
職
員
等
の
給

与
、
手
当
、

旅
費
お
よ
び

福
利
厚
生
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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◎◎

◎◎

◎

◎◎

○○

○

○

○

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

○

○○○○

◎◎◎

○

９
職
員
等
の
給

与
、
手
当
、

旅
費
お
よ
び

福
利
厚
生
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。
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附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
別
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

○

◎

◎

○

◎

◎◎

◎

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎

◎

◎

◎◎

○○

○

○

○○

◎

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

◎◎

○

○

○

財
務
に
関
す

る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

備
考１
　
福
井
県
財
務
規
則
第
２
３
条
第
１
項
ま
た
は
第
２
８
条
の
規
定
に
基
づ
く
執
行
伺
書
に
よ

り
決
裁
を
受
け
た
経
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
（
同
規
則
第
２
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
支

出
負
担
行
為
兼
支
出
命
令
書
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

１
０
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
課
長
が
専
決
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
福
井
県
財
務
規
則
第
２
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
支
出
負
担
行
為
兼
支
出
命
令
書
を
使
用

す
る
こ
と
と
な
る
支
出
負
担
行
為
お
よ
び
支
出
命
令
に
つ
い
て
は
、
第
１
０
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
課
長
補
佐
が
専
決
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
福
井
県
財
務
規
則
第
７
９
条
に
規
定
す
る
概
算
払
い
の
精
算
に
つ
い
て
は
、
精
算
額
が
精

算
払
い
を
受
け
た
額
以
下
の
額
と
な
る
場
合
は
、
第
１
０
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
課
長

が
専
決
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
教
育
委
員
会
附
議
の
欄
は
、
福
井
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
５
０
年
福
井
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

第
２
条
第
１
項
に
掲
げ
る
教
育
委
員
会
附
議
事
項
を
表
す
。

５
　
教
育
長
専
決
の
欄
は
、
規
則
第
３
条
第
１
項
に
掲
げ
る
教
育
長
の
専
決
事
項
を
表
す
。

６
　
教
育
長
委
任
の
欄
は
、
規
則
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
教
育
長
へ
の
委
任
事
項
を
表
す
。

７
　
教
育
長
以
外
の
専
決
権
者
の
う
ち
課
長
は
、
課
の
事
務
を
総
括
す
る
課
長
に
限
る
も
の
と

す
る
。

８
　
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
に
補

助
執
行
さ
せ
る
規
則
（
昭
和
４
４
年
福
井
県
規
則
第
１
５
号
）
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
補
助

執
行
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
に
掲
げ
る
専
決
事
項
の
区
分

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

○○

○

○○

◎

◎◎◎◎◎◎◎

○

○ ○

○

○ ○ ○

１０
財
務
に
関
す

る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

○
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令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

福
井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
６
－
１
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
１
２
０
条
第
１
項
お
よ
び
第
１
７
１
条
第
４
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
い
（
マ
ゴ
イ
お
よ
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
指
示
す
る
。

　
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
令
和
６
年
３
月
２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
原
田
　
進
男

第
１
　
指
示
の
内
容

　
１
　
持
ち
出
し
の
禁
止

　
公
共
用
水
面
お
よ
び
こ
れ
と
連
接
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
が

発
生
し
て
い
る
若
し
く
は
発
生
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
福
井
県
知
事
が
認
め
た
場
合
は
、
当
該
水

域
に
お
い
て
、
食
用
に
供
す
る
場
合
、
採
捕
し
た
同
一
水
域
内
で
増
殖
行
為
を
行
う
場
合
お
よ
び
福

井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
い
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
場
合
、
福
井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
当
該
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

　
２
　
放
流
の
制
限

　
公
共
用
水
面
お
よ
び
こ
れ
と
連
接
一
体
を
な
す
水
面
に
こ
い
を
放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
用
の
こ

い
が
⑴
、
⑵
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

⑴
　
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
域
に
生
息
し
て
い
た
こ
い
で
な
い
こ
と

⑵
　
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
域
に
生
息
し
て
い
た
こ
い
と
水
を
介
し

　
て
の
接
触
が
な
い
こ
と

　
　
た
だ
し
、
採
捕
し
た
こ
い
を
採
捕
し
た
同
一
水
域
内
に
再
放
流
す
る
場
合
は
除
く
。

第
２
　
指
示
の
期
間

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

福
井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
１
号

　
福
井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
６
－
１
号
に
基
づ
く
水
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○○○

○

○○

◎◎◎

○

９
職
員
等
の
給

与
、
手
当
、

旅
費
お
よ
び

福
利
厚
生
に

関
す
る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

○○

◎◎◎◎◎◎◎◎◎

○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○

１０
財
務
に
関
す

る
事
項

⑴
　
長
期
人
事
計
画
の
策
定
に
関
す
る

こ
と
。

⑵
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職
員

（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員

に
限
る
。
）
の
任
免
そ
の
他
人
事
（

懲
戒
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
参
事
級
以
上
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
任

免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
（

兼
務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る

発
令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員

お
よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の

他
人
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

ウ
　
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員
の
兼

務
お
よ
び
育
児
休
業
等
に
係
る
発

令
な
ら
び
に
臨
時
的
任
用
職
員
お

よ
び
非
常
勤
職
員
の
任
免
そ
の
他

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
県
立
学
校
の
教
職
員
（
事
務
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
（
懲
戒
を
除

く
。
）
に
関
す
る
事
項

ア
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
の

任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と

。
イ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に

関
す
る
こ
と
（
兼
務
お
よ
び
育
児

休
業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨

時
的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職

員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
。

ウ
　
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を

除
く
職
員
の
兼
務
お
よ
び
育
児
休

業
等
に
係
る
発
令
な
ら
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
お
よ
び
非
常
勤
職
員

の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ

と
。

⑷
　
懲
戒
処
分
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
処
分
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
戒
告
を
除
く
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

懲
戒
の
う
ち
戒
告
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
　
指
導
主
事
お
よ
び
社
会
教
育
主
事

（
市
町
派
遣
の
者
を
含
む
。
）
の
採

用
お
よ
び
昇
任
の
選
考
を
行
う
こ
と

。
⑹
　
社
会
教
育
主
事
の
派
遣
に
つ
い
て

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
と
協
定
を

結
ぶ
こ
と
。

⑺
　
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す

る
事
項

ア
　
教
育
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
お
よ
び
営
利
企
業
の
従
事
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
学
校
教
育

監
お
よ
び
副
部
長
の
出
張
、
休
暇

そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
本
庁
の
職
員
の
う
ち
課
長
お
よ

び
参
事
の
出
張
、
休
暇
そ
の
他
服

務
に
関
す
る
こ
と
。

エ
　
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機
関
の

長
の
職
員
の
４
日
以
上
の
休
暇
そ

の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

オ
　
所
属
職
員
の
出
張
、
休
暇
そ
の

他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
　
研
修
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
に
関
す
る
大
綱
の
制

定
お
よ
び
海
外
派
遣
を
伴
う
研
修

そ
の
他
重
要
な
研
修
の
実
施
計
画

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
な
ら
び
に
県
費
負
担
教
職
員
の

研
修
の
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す

る
こ
と
（
海
外
派
遣
を
伴
う
も
の

お
よ
び
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

。
ウ
　
研
修
に
参
加
す
る
職
員
を
決
定

す
る
こ
と
。

⑼
　
職
員
団
体
と
協
定
ま
た
は
協
約
を

締
結
す
る
こ
と
。

⑽
　
そ
の
他
任
免
、
服
務
お
よ
び
研
修

に
関
す
る
事
項
の
う
ち
軽
易
な
事
項

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
昇
給
お
よ
び
昇
格
に
関
す
る
事
項

ア
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
な
ら
び
に
県
立
学
校

の
教
職
員
お
よ
び
県
費
負
担
教
職

員
の
う
ち
校
長
、
副
校
長
、
教
頭

の
昇
給
（
特
別
昇
給
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

イ
　
教
育
庁
お
よ
び
教
育
機
関
の
職

員
（
県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
事
務

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
参
事
級

以
上
の
職
員
を
除
く
職
員
な
ら
び

に
県
立
学
校
の
教
職
員
お
よ
び
県

費
負
担
教
職
員
の
う
ち
校
長
、
副

校
長
お
よ
び
教
頭
を
除
く
教
職
員

の
昇
給
（
特
別
昇
格
を
含
む
。
）

、
昇
格
の
発
令
を
行
う
こ
と
（
発

令
に
要
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

⑵
　
給
与
の
減
額
に
関
す
る
事
項

ア
　
本
庁
の
課
長
級
以
上
の
職
員
な

ら
び
に
出
先
機
関
お
よ
び
教
育
機

関
の
長
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る

こ
と
。

イ
　
所
属
職
員
の
給
与
の
減
額
に
関

す
る
こ
と
。

ウ
　
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
　
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
項

ア
　
退
職
手
当
の
支
給
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

イ
　
退
職
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定

す
る
こ
と
。

ウ
　
退
職
手
当
計
算
書
を
作
成
し
、

請
求
者
に
支
給
額
を
通
知
す
る
こ

と
。

⑷
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
重
要

　
な
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑸
　
公
務
災
害
補
償
の
認
定
お
よ
び
申

　
請
に
関
す
る
事
項

ア
　
公
務
災
害
補
償
の
申
請
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
公
務
災
害
補
償
の
決
定
に
係
る

通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
公
務
災
害
補
償
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
そ
の
他
関
係
者
に
係
る
報

告
お
よ
び
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
。

エ
　
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
　
職
員
で
あ
っ
た
者
の
恩
給
に
関
す

　
る
事
項

ア
　
恩
給
の
支
給
の
差
止
め
に
関
す

る
こ
と
。

イ
　
恩
給
受
給
権
の
裁
定
お
よ
び
消

滅
に
関
す
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５

０
年
福
井
県
訓
令
第
３
号
）
別
表
第

９
項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑵
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
副
部

長
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑶
　
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
別
表
第
９

項
財
務
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
課
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
項

⑷
　
市
町
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
の

補
助
金
に
係
る
承
認
お
よ
び
確
定
を

行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
原
田
　
進
男

１
　
早
瀬
川
水
系
（
久
々
子
湖
、
水
月
湖
、
菅
湖
、
三
方
湖
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
湖
に
接
続
す
る
河
川
本

流
お
よ
び
支
流
）

２
　
九
頭
竜
川
水
系
（
九
頭
竜
川
本
流
お
よ
び
支
流
）

３
　
大
聖
寺
川
水
系
。
但
し
、
福
井
県
内
の
水
域
に
限
る
。
（
大
聖
寺
川
、
北
潟
湖
な
ら
び
に
接
続
す
る

河
川
本
流
お
よ
び
支
流
）


